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１．本報告について――研究背景

現在刊行されている厚生白書(1956―2014年の計57冊)を対象
に、そこにおける「住宅」の位置づけの変遷を見る

社会政策研究における住宅政策の研究については他の医療・
介護などに比して多いとは言えない

近年、福祉政策と住宅政策との連携とも言われ、住宅への社
会政策からの関心は高まりつつある

住宅への社会政策のまなざしはどのように変遷していったの
か？が中心的な問い
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１．本報告について――研究目的

副題に掲げた「住宅が社会政策と見なされない」とはいかな
る意味か？

実際に、住宅が社会政策であることの正当性や、住宅の社会
政策的検証についての議論は一定存在している

cf武川(2014)、ベヴァリッジプラン(一圓ほか訳 2014)

上記の問いを一般論として解消することではなく、日本の厚
生行政のコンテキストに埋め込んで回答を与える
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１．本報告について――先行研究①

(１)官庁セクショナリズム

「住宅が社会政策と見なされていない」のは「住宅が厚生省
により担われていない」ことと理解

住宅は建設省／国土交通省管轄であるのに比して、福祉は厚
生省／厚生労働省管轄であることに由来

先行研究：原田(1985)、大本(1991)

敗戦からの復興において、建設省と厚生省との間でどちらが
住宅を管轄にするかの争いがあったものの、結局は建設省の
下で一本化。とくに公営住宅については、厚生住宅案が棄却
されたことによって、社会政策との断絶があった
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１．本報告について――先行研究②

(２)建設省の「量から質へ」の主張

「住宅が社会政策と見なされていない」のは「住宅が社会政
策的に見ると不十分である」と理解

戦後の住宅不足を背景に、住宅建設五か年計画（1966～）を
中心とする住宅政策のスキームは供給「量」を焦点化

建設省にあっては「戦後住宅政策の三本柱」をそのスキーム
に位置づけ…住宅金融公庫／住宅公団／公営住宅

１９７５年以降、住宅数＞世帯数となったことをもって、住
宅問題が量的不足から質的不足へと変更（住田 2007）
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２．問題設定――先行研究との差異化

先行研究の認識について報告者はおおよその共通は示しつつ
も、本研究では以下のように差異化をはかる

①時期的に現在までを射程とすることで、住宅についての位置
づけを検討する

⇔住宅政策は官庁セクショナリズムに還元されるのか

②厚生省から「住宅政策」をどう評価していたかを検討する

⇔建設省の住宅政策観からはいったん距離をとる
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２．問題設定――仮説

本報告では、以下のように問いを立てた

○厚生省は住宅政策を担っている

→厚生省が関与する住宅政策があるか？

○厚生省は建設省とは違った住宅政策観を持つ

＝厚生省は「量から質へ」を違った視点から見ている

→厚生白書において量的不足に異なった評価をしているか？

＊なお本報告において、「住宅が社会政策である」ことは以下
の点を想定する(Kemp ed 2007)

①affordable housing…収入に占める住宅費の割合が大きくな
らない住宅

②adequate housing…広さ／設備水準などが世帯にとって適
切な住宅
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３．素材について――①厚生白書の選定

本研究では、厚生白書を素材とする。利点は、

①ほぼ毎年刊行されるため、通時的変化を見て取りやすい

②「白書」のため、厚生行政についての一般的見解

⇔厚生省自身が出版する媒体はきわめて多い

⇔「厚生白書」研究がないために、多分に探索的

①筆者が明らかでない…おそらく官僚が中心、ときに研究者

②書かれ方が明らかでない…〈前半：総論〉＋〈後半：各論に
よる数章〉という構成がとられているが、これがどのように決
定されているか不明
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３．素材について――②白書のＰＤＦ化

本報告では、現在厚生省ＨＰにて公開されているすべての厚
生白書をＰＤＦ化し、年度ごとに統合した

＊ページ数は、統合した後のヴァージョンであることに注意

この作業によって、おそらく紙媒体では不可能であった技術
が利用可能となる。Adobe Acrobat XIを使って統合した
が、このソフトだけでも通時的な単語検索／該当部分摘出な
どが可能

本報告では、なるべく厚生白書に内在する形で、記述を行う
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４．通時的変遷――総論

通時的な「住宅」検索は、以下のようになった

平均は45.9回、最大が112回、最少は3回と、かなり変動が大
きい

昭和57年度版が急激に

登場回数が減少しているた

め、本論ではここまで（

1956～1982年）を中心的

に検討する

＊資料１として文末に添付
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４．通時的変遷――「住宅」の規定因

「住宅」登場回数は、おおよそ以下の原因によって左右され
ているように思われる

①社会構造的要因(経済成長・都市化・人口動態etc)

②制度的要因（公営住宅・世帯更生資金etc）

③編成要因(総論＋各論)

＊総論では年度ごとにテーマ設定がなされるためテーマに依存
＋後半の各章は前年度との比較的大きな変更はない

ここ十数年ほどは平均登場回数が増加しつつあるが、それは
①震災／リーマンショックによる住宅問題の再浮上、②対人
サービスの中期的プラン（エンゼルプラン、ゴールドプラン
etc）が原因
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５．作業仮説①――厚生省が関与する住宅政策
があるか？

厚生白書からは、厚生省が関与する複数の住宅政策が見られ
た

低所得層から中所得層にかけては、公営住宅／住宅扶助／世
帯更生資金／年金福祉事業団による住宅の直接供給／間接供
給／間接的支援が行われていた

これらの厚生省による関与は一義的ではないが、少なくとも
事実レベルで「住宅が厚生行政として存在しない」とはいえ
ない
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５．作業仮説①――5.1公営住宅

 公営住宅は、一定の所得以下の世帯を対象に、低家賃の公的住宅を供給す
る建設省管轄の政策

 「……特に所得の低い階層のための第2種公営住宅は……建設大臣はこの
第2種公営住宅について,(1)建設3か年計画案の作成,(2)補助金の交付の決
定,(3)家賃の変更承認,(4)家賃又は入居者条件等の変更命令,(5)譲渡又は用
途廃止の承認等の処分をする場合にはあらかじめ厚生大臣と協議するもの
とされており,さらに(1)第2種公営住宅の規格を定むる政令,(2)家賃の決定
について定むる政令等の原案作成に当って,建設省は厚生省側の意向を充
分に参しやくしたうえで厚生省に協議しなければならないことになってい
る。」（昭和38年：311）

 「都道府県においては,建設部局および民生部局の緊密な連絡のもとに,低
所得階層の住宅事情のはあく,入居に際しその家賃,敷金の減免,徴収猶予措
置の配慮など法の施策の促進が図られている。また,母子世帯,老人世帯,身
体障害者世帯,引揚者世帯等に対しては,公営住宅の枠内で特定目的住宅を
設け……入居に際して優先的な取り扱いが行なわれている。」（昭和45

年：473）
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５．作業仮説①――世帯更生資金

 「低所得世帯等に対して生業費,医療費などを低利……で貸し付け
るとともに,必要な援護指導を行ない,その世帯の経済的自立と生活
意欲の助長をはかり,安定した生活を営なめるようにすることを目
的とするものである。この制度は……それと併行して民生委員が借
り受け世帯に対して,その独立自活に必要な生活面での個別的な援
助指導を行なうという点が特色となつている。／貸付業務の実施主
体は,都道府県社会福祉協議会が行ない,それに要する資金は,全額を
都道府県が都道府県社会福祉協議会に補助し,国は都道府県が補助
する費用の2/3を都道府県に対して補助することになつている。」
(昭和46年：538)

 種類：更生資金／身体障害者更生資金／生活資金／住宅資金／修学
資金／療養資金／災害援護資金

 昭和37年から始まった住宅資金は、貸付対象世帯は増減しつつ
も、貸付額は増加傾向に

 資料２／資料３として文末に添付
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５．作業仮説①――年金福祉事業団

年金福祉事業団は、厚生年金・国民年金の積立資金を基に、
それを厚生福祉施設・療養施設・住宅など社会基盤投資にあ
てる

融資対象：療養施設(病院,診療所など),休養施設(保養所など),

体育施設(体育館,運動場など),教養文化施設(集会所,図書館な
ど),給食施設,老人,身体障害者,母子、児童のための福祉施設,

→昭和37年度からは住宅(社宅,寄宿舎など)、昭和48年度からは
個人住宅向け融資も

融資先：厚生年金保険の事業主,中小企業協同組合,商工会,商
工組合,健康保険組合,国民健康保険組合,消費生活協同組合,日
赤,社会福祉法人など

資料４にあるように、被保険者住宅資金貸付が年金福祉事業
団の財政的過半を占めるほどに
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６．作業仮説②――厚生白書は量的不足に
異なった評価をしているか？

住宅数が伸びて、住宅数＞世帯数となる前だけでなく、その
後も厚生省は常に住宅の質を問題にし続けている

背景には、①民間賃貸住宅の狭さ／高さ、②低所得者ほど住
宅費負担が大きい、という住宅市場の特徴

家族の細分化について、家制度の解体／扶養意識の低下とな
らんで、「住宅難」／「住宅問題」／「住宅事情」といった
住宅が要因として繰り返し登場

＊官庁による住宅難カテゴリの違い

建設省…①非住宅居住②複数世帯同居③老朽④狭小

厚生省…①狭小②高い住宅費
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６．作業仮説②――量的不足にともなう質
的不足

「以上にみたように,狭少過密,高い家賃・地代という現象に
表徴される住宅難は深刻であり,これが結婚,出産,育児,教育,老
後の安定などあらゆる生活問題の根本的な障害となっている
ことは明らかである。」(昭和46年：88)

昭和５４年(総論：日本の子供たち)では、「住宅事情から子
どもを産まない」、「住宅が狭いがために出産を希望しな
い」などのデータを示しつつも、それが持ち家への希望へと
置換されることで、退職金の重要性や妻の地位にある女性の
労働力化が言及される

昭和３０年代はもとより、住宅不足が解消されたとされる１
９８０年代以降もなお、高齢者住宅の必要性／少子化の原因
として住宅が言及される
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【補足】昭和５７年以降について

 昭和５７年度版を皮切りに、「住宅」の登場回数は大きく減少。②
制度的要因というよりは、①構造的要因、③編成的要因が大きくか
かわる

③について、ここから大きく目次が変化。公営住宅や母子世帯などの
登場が激減。

①について、登場している限りでの「住宅問題」は、いくつかの要因
から説明が可能ではないか

→持ち家が都市部においても一般化するなか、狭小でもなく住宅費負
担も小さくなる中で、住宅が浮上しなくなったのでないか

 なぜここ十数年ほどで増加したのか

①対人サービスの中期的計画において住宅が位置づけられ直した

②震災・リーマンショックを契機に住宅問題が浮上した
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７－１．結論①

「住宅が社会政策と見なされない」、という主張に対して
は、厚生白書をエビデンスとして、以下のように応答可能で
はないか

①少なくとも、「厚生省が社会政策をやっている」という事実
レベルで見れば、住宅は社会政策として存在する

②住宅が社会政策として不十分であるがために家族の変動が(望
ましくない形で)進んでしまうことへの批判として、「住宅が社
会政策と見なされない」という認識に帰結

これは、以下のような意義を有している

①官庁セクショナリズムに対しては、単純な管轄の問題ではな
く、財政的・権限的多様性を見た

②建設省の「住宅の量から質への転換」に対して、建設省から
して住宅の量的不足であったものは、厚生省にとっては量的不
足のみならず、質的不足としても認識されていた
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【補足】７－１．結論②――厚生省は何を
見て「いなかった」か

 他国においては、社会手当として家族手当と住宅手当が存在し、住宅手当
に関してはOECD諸国のなかで整備されていない日本はマイノリティであ
る(Kemp(ed) 2007)

 この「不足」を批判したいのではなく、量的不足に対置される形で質的不
足を見ていた厚生省が、実はある一点において建設省と同一の認識を有し
ている

→住宅の質に関連付けられた住宅政策がとられていない、という点

 ヨーロッパにおいては、家族規模別および地域別に住宅手当が定められて
おり、家賃統制もそれに関連付けられる形で行われている国も存在する

(Andrews et al 2011)

 公営住宅はaffordableな面から見てもadequateな面から見ても民間賃
貸住宅より優れていた。しかしそのカバレッジは大きくなく、その意味に
おいて、家賃統制という論点や最低居住水準とアフォーダビリティの関連
付けという論点が欠落している
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７－２．今後の課題①

今回の報告に内在する問題として

①この時期に特有の「住宅」の語られ方の消失の理由…不良住
宅、公害etc

②なぜ住宅の登場回数が減ったのか

③なぜ住宅の登場回数が再び増えたのか

今回の報告から発展した問題として

＊素材に関して

①建設省刊行の白書と比較する

②そもそも厚生白書とはいかなる書物なのか

③計量テキスト分析も可能
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７－２．今後の課題②

＊問いに関して

①「本来的」住宅政策の目標との比較…affordable housing／

adequate housing

②厚生行政の社会政策観と社会政策研究者の社会政策観がどの
ように異なるのか(武川 2014)
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